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１．収入が公的年金等の場合の計算方法

「その年に受け取る年金額（Ａ）」－「公的年金等控除額」＝「公的年金等にかかる雑所得の金額」

公的年金等とは、厚生年金保険、国民年金、共済組合、恩給、厚生年金基金、国民年金基金などです。

「受け取る年金額」とは、社会保険料などが控除される前の合計年金額です。障害年金、遺族年金は非課税所

得のため、所得の見積額には含みません。「公的年金等控除額」は年金以外の所得額、年齢、受け取る年金額

に応じて異なります。

●公的年金等以外の収入がある場合は、上記で計算した公的年金等の所得の見積額と、その他の収入の所得額を

合算した金額が年間所得の見積額となります（年金額が410万円を超える場合や、公的年金等以外に1,000万円

を超える所得がある場合の計算式は『日本年金機構ホームページ』等をご確認ください）。

●収入が公的年金等のみ、または公的年金等以外の所得が1,000万円以下である場合

の公的年金等控除額

所得の見積額は、収入から控除額等を差し引いたものです。

控除額は所得の種類ごとに計算方法が異なります。複数の収入がある方は、種類ごとの所得の見積額を計算し、その金額

を合計した額が所得金額となります。公的年金、給与以外の所得の計算方法等、詳しくは国税庁のホームページをご確認

いただくか、お近くの税務署にお尋ねください。

「年間所得の見積額」の計算方法

年金を受け取る人の
年齢

その年に受け取る年金額（A） 公的年金等控除額

65歳以上

（昭和36年1月1日
以前生まれ）

330万円以下 110万円

330万円超 410万円以下 (Ａ)×25％ ＋ 27万5千円

65歳未満

（昭和36年1月2日
以後生まれ）

130万円以下 60万円

130万円超 410万円以下 (Ａ)×25％ ＋ 27万5千円

２．収入が給与の場合の計算方法

「給与の収入金額（Ｂ）」－「給与所得控除額」－「所得金額調整控除額」＝「給与所得の金額」

（１）給与所得控除額

給与所得控除額は、下表のように給与の収入金額に応じて異なります。

（２）所得金額調整控除額

下記①または②に該当する場合は、給与所得から「所得金額調整控除額」が控除されます。

①公的年金等所得と給与所得があり、合計した所得額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額 ＝ 年金所得額（※） ＋ 給与所得控除後の給与等の額（※）－10万円

※10万円を超える場合は10万円

②給与収入が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合

・本人が特別障害者に該当する。

・特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる。

・23歳未満の扶養親族がいる。

所得金額調整控除額 ＝ （給与の収入金額 （※） － 850万円） × 10％ ※1,000万円を超える場合は1,000万円

給与の収入金額（Ｂ） 給与所得控除額

162万5千円以下 55万円

162万5千円超 180万円以下 （Ｂ）×40％ － 10万円

180万円超 360万円以下 （Ｂ）×30％ ＋ 8万円

給与の収入金額（Ｂ） 給与所得控除額

360万円超 660万円以下 （Ｂ）×20％ + 44万円

660万円超 850万円以下 （Ｂ）×10％ + 110万円

850万円超 195万円


